
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 自己の製作に係るソフトウェアの取得価額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：自社で製作したソフトウェアの取得価

額はどのような取扱いになっていますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のようになっています。 

【解説】  

自己の製作に係るソフトウエアの取得価額

は、減価償却資産の取得価額の規定に基づき、

そのソフトウエアの製作のために要した原材

料費、労務費及び経費の額並びにそのソフト

ウエアを事業の用に供するために直接要した

費用の額の合計額となります。 

この場合、その取得価額については適正な

原価計算に基づき算定することとなりますが、

会社が、原価の集計、配賦等につき、合理的で

あると認められる方法により継続して計算し

ている場合には、これが認められます。 

なお、他の者から購入したソフトウエアに

ついて、そのソフトウエアの導入に当たって

必要とされる設定作業及び自社の仕様に合わ

せるために行う付随的な修正作業等の費用の

額は、そのソフトウエアの取得価額に算入す

ることになります。 

また、既存ソフトウエア等の仕様を大幅に

変更して、新たなソフトウエアを製作するた

めの費用の額は、その新たなソフトウエアの

取得価額になりますが、その場合(新たなソフ

トウエアを製作することに伴い、その製作後

既存ソフトウエア等を利用することが見込ま

れない場合に限る)におけるその既存ソフト

ウエア等の残存簿価は、その新たなソフトウ

エアの製作のために要した原材料費となりま

す。  
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